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助 成 事 業 応 募 要 領 
  

 

地域文化の振興、ふれあい・ゆとりの創造、 

芸術鑑賞機会の提供に関する事業を支援します 
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財団法人 げんでんふれあい福井財団 

申請期間： 

第二次募集 ３月１日～３月２０日 

（当日消印有効）  

 申請事業を７月以降に 

実施する団体 

 

申請期間： 

３月２０日～４月２０日 

  （当日消印有効） 



Ⅰ 助成制度の趣旨 

 

      財団法人げんでんふれあい福井財団は、福井県の美しい自然、郷土の歴史、人、生活など 

   の地域資源を活用した地域文化の振興、高齢者、障害者とのふれあい交流や国際交流など 

   によるふれあい・ゆとりの創造、また良質な芸術文化の提供と芸術文化活動を推進する福 

     井県内の文化団体に対し支援・助成することで、ふれあいとゆとりのある地域社会の実現 

   に寄与することを目的としております。 

 

Ⅱ 助成制度の概要 

 

 （１）助成の対象となる団体 自治体等が組織した団体や 

   ● 福井県内に活動の本拠を置く団体 企画・鑑賞目的の団体につ

いては助成の対象外とさせ    ● 構成員（会員）が原則として２０名以上の団体 

   ● 原則として４月現在で、設立後２年を経過 

     している団体 

     ● 営利を目的とせず、明確な会計経理を実施・報告できる団体 

     ● 特定の政治団体、宗教団体、企業に所属していない団体 

 

 （２）助成の対象となる事業内容、経費等【詳細は Ⅴ別表 参照】 

   ● 別表に掲げる「推薦団体」が、当財団の助成事業として推薦する事業であること。 

     ● 原則として、助成団体自らが主催又は共催する事業であること。 

     ● 原則として、助成団体の日常的な経費でないこと。 

         （但し、「年間活動事業費」※ については、この限りでありません。） 

● 毎年４月から翌年３月までの１年以内に実施する事業であること。  

    ● 原則としてこの制度での助成は、１団体３回までとします。 

 

 （３）助成制度のスケジュール【詳細は Ⅲ助成制度の流れ（１）～（３）参照】 

 

① 助成申請募集期間【第一次、第二次の募集期間はそれぞれ表紙を参照。】 

   ② 助成選考委員会にて助成及び助成金額を決定し、その結果を申請団体に文書で通知 

（第一次は４月上旬、第二次は５月中旬を予定しています。） 

③ 助成対象となった事業の実施、実施後、助成事業報告書を提出。 

④ 当財団で助成事業実施報告書の内容を確認、その後助成金を指定の口座に振込。 

 

※ 助成対象となった事業が「年間活動事業費」に該当する場合は、年度末（３月末日） 
  以降約２週間以内に実施報告書をご提出後、助成金を支給いたします。 

ていただいております。 

 

  １



Ⅲ 助成制度の流れ～申請から助成金の受理まで～ 

 

（１） 助成の申請 

 

    本応募要領をご一読の上、別表から申請したい事業内容に該当する 

    項目に従って、助成事業申請書を作成します。 

① 今年度の活動計画書、収支計画書及び今回申請される事業の実施計画書、収支

予算書を、団体独自の書式により作成している場合でも、所定の「申請書」に

必要事項を必ず記入して下さい。 

② 申請書は、楷書で、不備項目がないように記入して下さい。専門用語には注釈、

特殊な読み方をする文字にはフリガナをつけて下さい。 

   ③「助成事業申請書の書き方」に従って、記入して下さい。 

STEP 1 

  

    推薦団体より「推薦書」を発行していただきます。 

   ①推薦団体は別表に該当する団体のいずれかにお願いします。 

   ②推薦団体となる団体の窓口に、作成した助成事業申請書の「写し」をご提出の上、

   「推薦書」の発行をお申し出下さい。 
   （官公庁の場合、文化・教育関連の部・課で取り扱っております。） 

STEP２ 

    「推薦書」が発行されたら、助成事業申請書・添付書類と併せて、 

    当財団事務局にご提出下さい。 

   ①添付書類として次の資料を「申請書」に添付して下さい。（別途に提出しないよ 
    う「申請書」に添えて下さい。）尚、ご提出いただいた書類、写真等は、お返し 
    できませんのでご了承下さい。 
    ●必ず提出していただくもの。（提出のない場合は、申請を受付ません。） 

     ・「団体」の規約又はこれに類するもの。 

     ・「団体」の写真３枚（日常活動などの模様、サービス判程度、写真の裏面に

       団体名と写真説明文を記入。尚、助成が決定した団体は、当財団広報誌に 

       掲載することがありますのでその旨ご了承願います。）。 

 

      ○その他に提出していただきたいもの。 

     ・直近の機関誌、紹介記事など 

・会員名簿 

   ②当財団へのご提出は郵送でも結構です。尚、郵送の場合、当日消印有効です。 

 

申 請 完 了！ 

 

STEP３ 
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（２） 助成の決定 

  

     ●当財団助成事業選考委員会にて内容審査のうえ助成を決定します。 

   ●採否の結果は、選考委員会終了後１週間以内に「団体代表者」宛に文書で通知します。 

    また、郵送先については、申請書に記載してある「連絡先」を優先します。 

     応募が多数の場合は、すべての申請に添えない場合がありますので、予めご了承下さい。 

    ●採否の理由に関するお問い合わせには、応じかねます。 

   ●助成が決定した場合は、ポスター、パンフレット、ちらし、看板、冊子等に、財団助成 

    （または「協賛」）の旨を必ず明記し、事業を開始する前に財団に提出して下さい。 

   （財団助成の明記がない場合は、助成を取り消す場合がありますのでご注意下さい。） 

    また、その際、「名義協賛依頼」等のご提出は不要です。 

 

 （３）助成金の支給 

 

   ●助成の対象となる事業が完了したときは、原則として完了の日から１ヶ月以内に、  「助

成事業実施報告書」「収支決算書」「請求書」に、財団助成の旨を表示したポスター、パ

ンフレット、ちらし、冊子等を添えて、当財団に提出して下さい。 

      なお、「助成事業実施報告書」の書式は、助成決定通知書と共に送付いたします。 

   ●助成事業報告書は、「助成事業実施報告書の書き方」をご参照の上、ご記入願います。 

   ●助成金は、原則として「助成事業実施報告書」の提出があって内容確認後、毎月末に支 

   給します。但し、提出が各月中旬以降の場合、事務手続き上、（提出後）翌月末の支給と  

   なる場合がありますのでご了承ください。 

● 助成金は金融機関の口座に振り込みいたします。（現金支給不可。） 

また、当財団では金銭の支給にかかる誤解や手違いが発生するのを防ぐため、支給先の口

座は、必ず団体名義でお願いしております。代表者のお名前であっても、個人名の口座へ

の支給は一切いたしませんのでご協力お願いいたします。 

 

Ⅳ その他 

 

  ●本助成制度で助成が受けられるのは原則として１団体３回までとなっております。 

  ●助成の決定後、助成が認められた事業がやむを得ぬ事情により延期・中止した場合（年度 

助成の辞退届   内の実施が不可能になった場合）は、速やかに「 」を当財団にご提出願いま 

   す。また、事業計画に変更があった場合も、「事業計画の変更届」をご提出願います。 
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                         申請書の提出先・照会先 

                  〒９１４－００５１ 

                    福井県敦賀市本町２丁目９番１６号 

                    財団法人  げんでんふれあい福井財団 

電話 ０７７０－２１－０２９１ 

FAX ０７７０－２１－９０７０ 

        受付時間；月～金の午前８時半～午後５時まで 


